委任に関するQ&A（案）

令和７年 ８月22　日
（公財）長崎県農業振興公社

Q１．委任状はどのような場合に使用できますか。

A１.　原則として、自己が所有する財産は、基本的に自ら管理することが推奨されます。委任状を使用する状況としては、意思能力はあるものの、高齢である等の理由で書類の確認や作成が困難な方、地権者が海外に在住している方等の所有する農地の貸付等に関する行為が困難な方が中間管理事業の契約行為を行う場合等を想定しています。


Q２.　地権者が認知症の場合にも使用できますか。

A２.　認知症にも様々な程度があり、軽度で意思能力に問題は無い場合は、家族等が補助して本人が契約者になることも可能です。軽度の認知症の方については、直接契約する場合も委任する場合も、後のトラブルを防ぐために家族や市町等担当機関の職員が立ち会い、また職員により「意思確認書」を作成しておくことが推奨されます。
一方、重度の認知症等のため意思能力が喪失している場合は、その状態での契約は有効とされませんので、成年後見人（法定代理人）の制度を使って代理人が農地の貸付等に関する行為を行うことが求められます。


Q３．賃料の振込先に指定する口座として代理人（受任者）名義の口座を指定することはできますか。

[bookmark: _Hlk203469228]A３.　地権者本人の名義の口座に限られます。相続登記が行われておらず、相続権利者が複数いる場合は、相続人の代表が契約者となり、その方の口座を指定して下さい。

　代理人（受任者）が地権者の口座を操作する場合は、別途金融機関にご相談ください。
 なお、例外として成年後見人等の法定代理人であれば代理人名義の口座を指定できますが、詳しいことは、家庭裁判所の窓口にご相談ください。



Q４.　通知文書送付先指定届出書と委任状の違いは何ですか。

A４　通知文書送付先指定届出書は法人の本所ではなく支所の住所を指定する場合や、契約者の住所が正式な住所と一時的に異なる場合等に受け取りやすい住所を指定することを想定しています。代理の管理者を指定できる文書ではありません。一方、委任状は農地の貸付等に関する行為について権利者が代理者に委任するものです。


Q５.　一人の地権者が持つ農地を複数にわけて複数の者に委任することはできますか。

A５.　できません。一人の地権者に対し一人の代理人（受任者）でお願いします。


Q６. 委任状は契約の度に提出する必要がありますか。

A６.　促進計画申請の度に当該農地と始期終期を記載して提出をお願いします。


Q７.　民法に規定されている委任行為を機構の要領で方法を指定するのは何故ですか。

A７.　農地中間管理事業の運用の効率性と公正性を考慮し、実務上の手続きと様式を定めるものです。


Q８.　委任の情報はどのように管理されますか。

A８.　システムの農家マスタに契約者名として「（地権者名）代理人（受任者名）」と登録し、住所は受任者（代理人）の住所を登録して取扱います。


Q９.　委任の解除をしたい場合はどのようにすればいいですか。

A９.　
（１）委任者が委任を解除する場合は、農地中間管理機構「中管理事業業務の手順：契約の変更・解約手続き」の様式３により市町等の窓口経由で機構へ届け出て下さい。
（２）委任者が死亡・破産・後見開始が生じた時は、相続人が契約者変更手続きを行うことになります。また、受任者が死亡した場合は（１）の手続きを行い、別の者に委任しなおす場合は再度委任状を提出して下さい。
